
あり

一般課税

いいえ

いいえ

いいえ

一括比例配分方式により
消費税の申告を行ってい
る場合

課税売上割合が95％以上かつ課
税売上高が５億円以下の法人等
の場合

個別対応方式により消費税の申告
を行っている場合

消費税及び地方消費税の仕入控除税額（返還額）の有無に係るフローチャート

補助対象経費にかかる消費税を、
個別対応方式において、「非課税
売上のみに要するもの」として申
告している

補助対象経費にかかる消費税を、個別対応方式
において、「非課税売上のみに要するもの」として
申告している

補助対象経費が人件費等の非課
税仕入となっている

補助対象経費が人件費等の非課税仕入となって
いる

インボイス制度における
２割特例の適用を受けている

公益法人等であり、
特定収入割合が５％を超えている
か

公益法人等であって、特定収入割合が５％を超
えている

消費税の申告の有無 消費税の申告義務がない

仕入控除税額の計算方法 簡易課税方式により申告している

　本フローチャートにより、返還の有無のパターンを確認してください。ご自身がどれに該当するか不明な場合、税務
署又は税理士等にご相談ください。
　パターンが確認出来たら、次の報告書一式を提出してください。仕入控除税額が０円であっても必ず報告が必要で
す。

　□　消費税及び地方消費税仕入控除税額報告書　（e-kanagawa電子申請の場合は直接入力）
　□　入力用シート（仕入控除税額（返還額）がある場合のみ）
　□　事業者に応じた添付書類　（ホームページでご確認ください）

簡易課税

仕
入
控
除
税
額（
返
還
額）
が
な
い

※

返
還
額
は
０
円
で
す
が
、
報
告
は
必
要
で
す
。

なし

いる

はい

はい

はい

２割特例

仕入控除税額（返還額）がある

※「入力用シート」の作成が必要です。

パターン①

パターン②

パターン⑥

パターン③

パターン④

パターン⑤

パターン⑦ パターン⑧ パターン⑨


